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議      長  日程第３「町長の行政報告」に入ります。 

町      長  皆さん、おはようございます。本日より３日間、令和５年第３回議会定例会、

何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

昨日まで５日連続で熱中症警戒アラートが発令されている状況ですけども、

まだまだ暑さが続きそうな気配がいたします今日この頃ですが、議員各位にお

かれましてはますますの御健勝のことと、心からお喜びを申し上げます。 

初めに、８月８日に発生いたしました台風７号については、15日に紀伊半島

に上陸し、鳥取などに甚大な被害を与え、松田町には15日の午前１時34分に大

雨警報が発令されたので、安全防災担当室の職員を中心に一晩中警戒に当たる

などの対応をいたしました。本町において、幸いにも今回の台風による被害は

ありませんでしたが、台風の影響により被害に遭われた方々に対しお見舞いを

申し上げる次第でございます。異常気象による水害、土砂災害などの災害対策

については、今後も緊張感を持った早めの対応を行い、町民の皆様におかれま

しては、自らの地域と体の安全を自らが守るという意識を高めていただき、多

様な主体が協働して減災活動に取り組むよう周知してまいりたいというふうに

考えております。 

さて、去る８月15日に令和５年第３回松田町議会定例会招集告示をいたしま

したところ、議員の各位におかれましては公私にわたり大変御多用の中、議員

多数の御出席を頂き、ここに本定例会が開催できますことを、まずもって御礼

を申し上げます。ありがとうございます。 

それでは行政報告について日を追って詳細に報告させていただくところでご

ざいますが、先にお配りさせていただいている公務報告書にて割愛させていた

だき、主な行事などについて御報告をさせていただきますことを御了承願いま

す。 

初めに要望関係になります。７月18日と20日、21日の３日間において開催さ

れました神奈川県議会各政党県議団、並びに各会派の皆様方に対し、限られた

時間内での要望として継続案件５つ、新規要望１つを要望いたしました。継続

要望といたしましては、１つ目に、新松田駅周辺整備基本構想・基本計画の実
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現に向けた支援として、駅周辺整備に伴う多様な支援と同時に、県道711号御

殿場線アンダー部の改良事業の早期の実現。２つ目に、県西地域活性化プロジ

ェクトにおけるさらなる定住人口増加策について、移住・定住の促進をするた

め、県西地域への企業誘致並びに起業につながる仕組づくりや、観光客の増加

を図るための新たな観光資源の開発支援。３つ目に、ヤマビルや有害鳥獣対策

として、地域住民の生活や観光客への被害が毎年増大する中、ヤマビル対策部

会の設置、有害獣の確保・保護に伴う先進的な対策の情報共有、生活環境整備

等に係る継続的な財政支援。４つ目に、令和８年度に計画期限を迎える、県独

自の施策であります水源環境保全・再生施策大綱の計画期間の延長、及び森林

環境譲与税の活用として、県内都市部との木材有効活用マッチング体制の構築。

５つ目に、足柄上病院の産科に係る医療体制の確保といたしまして、産科や小

児科などの医療体制の充実並びに足柄上地域での分娩可能医療機関数の増加、

医療ニーズに対応した産科の再開が可能となる体制や整備についてでございま

す。 

新規要望については、富士山噴火対策の充実強化といたしまして、平成24年

に神奈川県において締結いたしました、災害時における神奈川県内の市町村の

相互応援に係る協定を活用、見直しを行うなど、県の主導による避難先の調整

及び広域避難に係る支援体制の構築など、早急な対応について要望をさせてい

ただきました。 

また、本年度より、神奈川県町村会の政務担当役員を拝命したため、県町村

会の代表といたしまして、牧島衆議院議員をはじめ、県内の国会議員への国政

要望も行いました。引き続き、国・県に対し町民の生命と財産を守り、豊かで

安心した暮らしに必要な要望を行いましたので、実行していただくよう継続的

に働きかけてまいります。 

それでは諸事業について、概略ですが御報告をさせていただきます。 

初めに、７月23日及び30日、足柄上郡５町による第72回足柄上郡総合体育大会

が行われ、10種目に参加し、松田町は総合３位でございました。これも町スポ

ーツ協会の皆様方の御尽力はもとより、参加された選手の日頃の練習や努力の、
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またさらには関係する全ての方々の協働連携協力によるものと考えております。

今後も運動やスポーツ、また社会参加を行う方々が増えることで、世代間交流

や健康寿命の延伸につながることを期待しているところでもございます。 

続きまして、昨年度に引き続き７月25日から８月24日までの15日間、夏休み

を利用いたしまして、小・中学生を対象とし豊かな学びを支援する「寺子屋ま

つだ」を開催しております。本年度は本町が力を入れております英検の受検対

策講座と１学期の復習、子供たち自身で昼食を作る子供キッチンを開催し、こ

れまで約、延べ300人ほどのお子さんたちが参加をしていただいております。

また、８月５日の「こども夏フェス」では、中学生の寺子屋ＯＢも参加し、生

涯学習センターの青空広場や大ホール、ホワイエなどで、昔なつかし縁日体験

や様々なイベントを開催し、大ホールにおいてはボルダリング体験を行い、約

250名の参加者が楽しんでいただきました。今後も子供たちが主体的に活動を

する取組を継続してまいります。 

続きまして８月６日の広島、８月９日における長崎での原爆犠牲者の慰霊と

核兵器廃絶、世界の恒久平和の願いを込めて、７月18日から７月25日までの間、

地域サロンまつだや役場庁舎、生涯学習センターなどにおいて、町民の皆様か

らの御協力頂き、約4,000羽の折り鶴が集まり、７月31日に広島、長崎にお送

りいたしました。本年度も御協力頂いた皆様方には厚く御礼を申し上げます。

今後も平和教育につながる取組を継続するとともに、さきの大戦により尊い命

を亡くされた御霊に対し心から御冥福をお祈り申し上げます。 

続いて、今後の予定についてもお伝えいたします。足柄上地域の自治体代表

選手による第42回自転車の安全な乗り方足柄上地区大会が、４年ぶりに８月24

日に開催されます。当町からは２チームがエントリーし、松田小学校４年生、

５年生、８名が参加を予定しております。歴史のバトンを引き継いでくれた児

童の皆様にエールを送るとともに、感謝を申し上げます。 

続きまして、８月26日には酒匂川町民親水広場を会場に４年ぶりに開催され

る第43回まつだ観光まつりと、恒例の第22回あしがら花火大会の開催を予定し

ております。本年度の大名行列等のパレードにつきましては、演技される方々
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などの熱中症及び体調管理を配慮して、産業まつりの開催に合わせて演技披露

をさせていただくことになりましたが、夏と言えばということで、松田音頭を

中心に大盆踊りを開催することとなっております。そして、フィナーレを飾る

あしがら花火大会は８時から、足柄・松田の夏、そして今年の夏休みの最後を

飾る花火約1,000発を多くの方々に楽しんでいただく予定となっております。

今年も実行委員会や町観光協会、また花火を合同で打ち上げている開成町や、

花火に御協賛くださった方々、観光まつりの裏方として汗を流していただいた

多くの関係者の皆様方に感謝を申し上げます。 

続いて９月３日には、令和５年度の防災訓練を全町民を対象に、神奈川シェ

イクアウト訓練、各自治会・防災会ごとに避難経路確認や初期消火訓練、安否

確認や情報伝達訓練など、小田原市消防本部にも御協力を頂き実施をいたしま

す。町消防団におきましては、各自主防災会での訓練指導を実施し、町職員に

ついては地震に伴う実動訓練といたしまして、道路・橋梁等の重要施設の被害

状況確認訓練、松田小学校及び寄小学校避難所開設運営訓練、耐震性貯留槽を

使った給水所訓練などを実施いたします。今回の防災訓練において気づいた課

題やその対応方法については、検証結果に基づき対策並びに準備を整えてまい

ります。 

続いて９月16日、生涯学習センター大ホールにおいて、９月15日までに70歳

以上を迎える予定の3,031名の方を対象に、長寿のお祝いといたしまして令和

５年度松田町敬老会を開催いたします。町内の100歳以上の方は12名、最高齢

の方は105歳となっており、当日５名の方へ花束と敬老祝い品をお渡しする予

定でございます。今年の余興では、町内団体の皆様方の合唱や舞踊に加えて、

松田中学校吹奏楽部による演奏が行われます。引き続き笑顔あふれる幸せなま

ち松田を目指して、高齢者も生きがいを持って日常的に交流できる居場所づく

りなどに取り組んでまいります。 

それでは、本定例会に付議いたしました案件を述べさせていただきます。 

議案第30号松田町税条例の一部を改正する条例につきましては、令和５年度

税制改正による地方税法等の一部改正に伴い、松田町税条例の一部を改正した
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いので提案するものでございます。 

議案第31号松田町印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、電子署名

に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴

い、個人番号カードに加え、利用者証明用電子証明書を搭載したスマートフォ

ンを使用して、コンビニエンスストアなどに設置された多機能端末機から印鑑

登録証明書を取得できるよう、所要の改正をしたいので提案するものでござい

ます。 

議案第32号工事請負契約の締結について、令和５年度松田町立松田小学校太

陽光発電設備整備工事については、松田町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会に提案するものでござ

います。 

議案第33号令和５年度松田町一般会計補正予算（第３号）については、地方

交付税の増額や、前年度繰越金等の確定に伴い補正するものでございます。 

議案第34号令和５年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

１号）については、県補助金の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金

と、同補助金に係る備品購入費の増額や、前年度繰越金の確定に伴い補正をす

るものでございます。 

議案第35号令和５年度松田町上水道事業会計補正予算（第１号）については、

宮下水源改修工事に係る財源補正などに伴い補正するものでございます。 

議案第36号令和５年度松田町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

ては、前年度繰越金の確定に伴い補正するものでございます。 

議案第37号令和５年度松田町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、介護給付費繰越金等の減額や、前年度繰越金の確定に伴い補正す

るものでございます。 

続きまして、認定第１号から認定第９号まででございます。令和４年度一般

会計と、７特別会計、また上水道事業会計の決算の認定等をお願いしているほ

か、そのほか報告案件といたしまして、健全化判断比率及び資金不足比率の報

告、令和４年度松田町一般会計継続費精算報告、有限会社みやまの里の経営状
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況について報告案件が３件ございます。 

また、本定例会中におきまして追加議案を予定をしております。松田町水道

事業給水条例等の一部改正については、消費税法の改正による適格請求書等保

存方式、インボイス方式の導入により、水道事業、寄簡易水道事業及び下水道

事業の使用料の算定方式を改める必要が生じたことから所要の改正をしたいの

で、本定例会に追加議案として一括提案させていただきます。 

以上、提案させていただく各案件につきましては、議事の進行に伴い、私を

はじめ副町長、教育長、担当課長より御説明申し上げますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

以上が行政報告となります。よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の行政報告を終わります。 

 


